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田
畑
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営
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市
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訟
の
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適
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本
奈
川
円
ー
は
、
瓜
俗
り
川
口
業
H
4
J

の

M
M及
び
業
務
の
巡

ι片
山
年
寸
に
関
す
る
法
律
（
以
ド
i

瓜
山
川
法
」
十
戸
い
う
っ
）
に
よ
る
ば
ち
ん
こ
屋
台

業
許
可
的
取
法
J

叶
訟

（
人
阪
地
九
（
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成

に
お
け
る
河
辺

uurん
の
瓜
ル
口

九
引
ケ

μ
ゥ
工
事

刃
吾
J
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本
件
訴
訟
」
と
い
う
コ
）

活
情
に
つ
え
、
竿
苔
が
昨
丹
側
代
坪
人
の
依
頼
ふ
受
け
て

CJ 

ザ
同
日
一
十
主
司
日
刊
に
什
成
？
〕
、
大
阪
地
方
持
一
判
所
に
提
出
さ
れ
た

意
見
書
で
ゐ
F
Q
一U

掲
載
ト
あ
た
り
、

L！八

L
P
r
ャ
〕
界
一
ド
、

J
＝μ
え

日

l
一

f
f
ぞ
れ
以
外
の
変
更
は
加
ミ
午
、
ド
な

何
人

ylh十
b

J
ス
守
ン
グ
J

、
ホ
ホ
ル
人
、

い
r
L
F
b
心
、
ぶ
立
立
芸
の
内
行
は
、

本
件

A
訟
の
講
一
審
判
決
（
大
阪
地
判
印
式

月

に
以
映
さ
れ
七
お
リ
、
一
同

川
年

判
決
の
吋
存
に
つ
い
て
も
校
勺
川
町
介
す
る

十
小
件
訴
訟
は
、
ば
ち
ん
こ
屋
の
周
辺
住
民
が
売
起

L
た
も
の
で
あ
る
が
、

胤
バ
「
の
多
ノ
は
、
ば
rvJ

ん
こ
堅
ー
か
ら
約

3
0
メ
ー
ト
ル

の
場
所
い
位
置
す
る
公
守
小
学
校
じ
｛
局
、
了
し
ま
れ
～
は
そ
の
〈
J
だ
が
あ
る
ナ
と
も
の
説
F
も
あ
っ
た
口

手、
1
レ
て

本
仕
訴
訟
の
卒
業
に
お

け
る
ふ
下
な
下
口
山
は

当
該
小
学
校
と
A

は
ち
人
こ
屋
と
の
距
縦
が
凶
JH法
お
よ
び
同
法
治

1
条
町
が
疋
よ
町
る
計
ー
一
変
γ
に
違
尽
し
て
い
る

一刀
T

引
い
か
で
あ
っ
た
の
で

小
学
校
の
利
用
告
と
し
て
の
一
日
常
迎
将
が
認
め
ら
れ
る
か
汗
カ
が
重
弘
、
九
三
千
出
し
し
な
へ
た
も
っ
ぱ
ら
四
辺

生
以
と
し
て
尽
山
旭
格
が
認
め
－
ノ
れ
る
だ
け
？
心
、
日
政
ポ
件
訴
訟
法
一
心
条
山
↑
い
よ
り
、

小
ヰ
J

伎
に
係
る
鋭
離
日
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限
相
川
1

亡
じ
の
連
以
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判

の
、
一
張
が
制
限
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ム
で
あ
る
、

凶
胤
ル

V
2
業
所
の
旬
以
什
民
の
原
市
直
拭
け
じ
っ
い
て
は
月
二
況
に
お
い
て
多
々
論
じ

ら
れ
r
、
お
り
、
宗
主
」
も
始
、
討
一
今
川
、
司
八
人
二
、
ど
が
あ
る

ゃ
い
恥
近
の
も
の
と

L
亡、

野

充

原

J

直
拭
川
論
の
刊
考
改
正
ノ
れ
泣
い
手
作
川

・'"" 予J

ぺ叫
J
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n
ー
で
の
原
パ
ヶ
叶
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椛
及
び
汁
ー
し
の
法
律
！
の
刊
誌
に
河
係
の
な
い
活
法
の
r
T
保
清
隈
じ
つ
い
て

一
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律
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巻
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号
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、
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r
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i
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一
川
日
以
ミ
）
U

し
か
し
、
保
護
対
象
施
設
の
刈
弔
者
の
原
行
泊
終
に
う
い
て
論
じ
た
？
土
献
は
乏
し
い
た
め
、
今
後
三
市
論

の
れ
仙
ど
す
べ
く
、
半
豆
長
言
を
公
に
す
る
次
第
で
あ
る
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木
件
訴
？
訟
の
ほ
誌
を
？
っ
少
し
詳
し
く
品
目
刊
し
て
お
こ
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。

A
株
i
ん
人
以
引
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代
去
希
で
あ
る

B
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ー
人
以
叶
交
野
市
（
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ト
一
市
一

こ
ミ
ム
）
：
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r
一t
、一4

、
の
都
市
計
川
伐
の
乙
F

隊
商
業
地
作
成
山
門
に
お
い
て
、
六
階
立
て
の
マ
〆
、
ン
一
コ
ン

（
以
ト
ー
本
件
マ
〆
シ
一
J

〆
」
と
い
っ
〈

の
土
地
・
法
泌
を
所
有
し
て
い
た

ハー〉ペノトいん？十中山
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弓
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4
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件什
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駐
中
場
部
一
分
を
一
円
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町
の
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目
的
と
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に
用
途
舎
一
史
寸
F

る
と
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も
1

い
治
築
す
る
た
め
の
述
譲
位
認
ル
γ
取
得
し
た
絞
、

。
心
力
年
月
に
、

ぺ」らい一、

遊
技
場
日
ケ
り
ん
こ
崖
こ
に
用
途
長
更
す
ふ
ス
め
の
建
築
昨
誌
を
取
何
て
、
建
築
T

上
半
歩
開
始
し
た

交
関
山
風
炉
川
7
2之
十
に
係
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特
定
せ
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す
の
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引
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す
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一
川
条
例
し
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つ
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t句研

地
の
周
回
お
お
む
ね
一
五
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ト
ル
以
内
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や
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計
川
法
の
川
町
ぷ
日
進
地
域
内
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阿
お
お
む
ね

。
。
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ヲ
ト
ル
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の
一
1
一
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に
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い
て
、

パ
チ
ン
コ
遊
以
場
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の
建
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い
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、
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判
決
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芯
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に
廿
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く
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す
る
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せ
規
刊
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あ
た
る
も
の
と
あ
る
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日
の
廷
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が
市
条
例
の
こ
れ
り
の
岬
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初
一
い
違
反
し
て
い

る
こ
と
は
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ト
で
あ
っ
た
た
め
、
事
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は
、
ホ
ド
条
例
に
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づ
く
建
築
小
止
命
令
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パ
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し
、
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り
に
、
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命
令
点
以
い
よ
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刑
事
川
発
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る
な
ど
し
た
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と
、
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、
物
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情
的
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求
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に
基
づ
く
立
川
染
1

ム
事
続
行
禁
止
の
仮
処
げ
の
出
中
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て
も
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ド
〆
一
だ
り

れ
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し
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間
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作
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前
の
市
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什
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と
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場
日
の
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K卓
や
向
動
車
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晋
さ
れ
、
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山
叩
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叫
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し
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土
一
を
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行
し
、
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力
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八
月
こ
ろ
十
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荷
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F
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〕
円
に
、
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託
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J
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、
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－
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h
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の
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業
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始
し
た
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十
八
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情
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等
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叶
及
び
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仙
波
の
道
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す
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伴
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？
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＼
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－
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尚
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戒
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山
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古
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仁
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反
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L
ま
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学
す
フ
ヲ
y
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の
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J

ぜんけむ、

ctUの
川
川
辺
住
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が
、
大
阪
町
を
数
百

と
し
て
、
本
件
許
可
H11
の
取
中
川
訴
な
を
捉
沼

L
L勺
ハ
な
お
、
口
小
川
J

校
の
設
区
青
℃
あ
る
交
野
市
は
、
人
阪
府
と
の
関
係
を
／
f

慮
1J
て

か
、
本
件
許
可
を
争
お
う
と
し
な
か
J

た

本
件
の
治

脊
判
決
で
あ
る
ト
八
段
地
判
ポ
i

成

Hリ

l
斗

－A

、、
i
p
 
一
本
件
刊
日
出
」
と
い
っ
一
J

は
、
股
立
寸
ま
よ
は
振
動
に

1:" 
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ト
仇
ぺ

法
一
環
境
を
古
J

受
寸
る
利
リ
t
J
U
L

侵
古
さ
れ
る
お
そ
れ
の
ふ
ぬ
る
近
隣

H
k
r
山
去
、

口
小
川
一
校
に
一
辿
学
〕
て
、
る
い
ね
立
の

保
護
〆
二
円
、
ぶ
川
川
司
可
取
市
訴
f

店
の
原
ぺ
じ
姐
松
町
会
認
め
た
r

こ
の
わ
小
心
お
よ
び
そ
れ
に
ぷ
る
則
論
構
成
は
、
高
是
宝

p
u止
、
へ
た
コ
バ
解
｝

一
は
す
る
も
の
で
あ
る

（入
J

だ

L
、
ぷ
児
童
で
は
、
就
yfす
る
4
プ
疋
の
あ
る
4
4
L
f
も
の
却
に
も
川
市
［
直
係
者
認
め
る
べ
き
と

お
お
む
ね

述
べ
て
い
七
が

λ

引
川
一
決
の
結
論
は
向
川
町
ヘ
ふ
も
の
で
は
な
く

従
来
円
五
時
必

木
刊
汁
沢
は

れ
を
針
｛
A
し
ど
い
る

ヌ
し
む
つ

f
｝
ヤ
サ
竹

の
傾
p
は
か
り
す
れ
ば
、
保
会
吉
川
原
告
泡
胞
を
否
定
寸
3

る
判
久
H
p
h
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
う
た
〉
志
い
心
主
円
の
中
一

J
o述
べ
た
と
お
り
、

サ
一
ア
ラ
ノ

p
r八
段
訴
訟
最
高
裁
判
以
（
最
刊
ポ
ト
成

一
」
ヰ
一
心
万
九
じ
又
集
六
一
一
巻
八
L

勺

一
貫
）
は
、
場
外
市
十
引
が
発
売
施
設

川以当

4
引
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
一
矢
崎
施
設
寺
内
利
川
石
の
い
叩
店
内
出
怪
を
r
h
u
Jて
L
C
お
町
、
ま
た
、
田
川
浴
常
業
許
刊
一
取
泊
訴
一
日
に

コ
い
仁
ー
も
保
護
対
草
花
設
の
杭
刑
者
の
双
山
旭
格
持
正
刊
か
ら
認
め
た
及
判
明
は
こ
れ
ま
で
に
円
山
ら
れ
な
い
か
ら
ご
あ
る

C
4汗
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判

長
止
、
r
f
 
汁
↑

7
7イ
ト
大
阪
訴
訟
長
司
法
判
決
の
引
狩
十
摂
ぺ
u
t
る
と
こ
も
に
、
円
九
体
的
な
問
問
［
じ
什
決
心
づ
い
て
、
科
技
ぃ
TJ
象
施
誌
の
利
用

さ
に
胤
い
川
門
卒
、
許
可
前
、
消
訴
訟
の
原
行
一
泊
待
を
認
め
と
お
り
、
／
わ
投
手
作
高
訟
法
の
二
ペ
ノ
ヘ
〕
叫
什
改
正
の
槌
己
ド
チ
も
踏
ま
え
て
新
？
な

・'"" 予J

判
断
を
一
小
に
日
什
い
い
い
い
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べ
き
汁
パ
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と
い
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と
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な
お
、
本
件
引
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決
は
、

コ
小
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に
泡
j
J
す
る
児
童
内
保
護
者
で
あ
る
町
古
γ

い
っ
さ
、

c
hの
い
置
が
刀
小
学
校
を
起
点
、
と
す
る
距

託
制
限
に
涼
一
決
す
る
と
の
上
技
を
一
？
ゐ
P

々
と
を
認
め
た
ー
十
月
＼

（

h
の
k
η
J

吊
紅
＋
宇
品
し
K
M
4
一
小
川
父
換
併
を
じ
？
む
の
！
》
ム
心
併
に
I
寸
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る
も
の

と
認
め

こ
れ
つ
が
ジ
ト
斗
J
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が
つ
寸
ノ
l
一元

l
l
ル
孔
ハ
ー

η

！

7

l

J

j

t

i

1

；
l

（

（

1

1
〈

に
叶
在
1
9

る
P

工
、
か

ι、

木
宗
の
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、
に
つ
い
亡
は
高
見
主
ー
の
け
刈
ι
家
ー
と
し
て
い
な
い

形
式
的
い
は
手
業
主
体
が
川
村
な
る
景
じ
川
交
換
↓
川
に
う
き
、

♂
一
）
J

フ
了
、

I
r－
－

y
f
L
 

山
佐
川
ヤ
11業
主
前
山
今
f

寸
に
お
み
C
1
1業
所
の

部
と
認
め
た
判
桁
は
凶
ハ
味
深
い
f
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見

主

υ

大
阪
地
ド
ル
裁
判
所

相l
= 

l「、J

μ

成

｝
午
川
口
ベ
ム
日
刊

大
敗
大

d
iパパ
v
Z
2
2
f寸
法
叶
究
科

出r
円
デ寸

十
」
ひ

1
1
工
り
一

（

c

i

 

本
意
見
詰
け
は
、
い
川
俗
営
業
凡
若
乃
似
材
及
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峯
務
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適
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包
ン
に
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す
る
リ
出
作
（
間
利
↓

一
昨
法
伴
筋

号
。
以
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一
一
条
に
基
づ
ノ
＼
同
川
市
f
］
業
計
円
処
げ
の
取
消
し
会
求
め
る
訴
え
の
原
仏
道
沿
H

に
つ
言
、

コ
の
ん
（
平
成

｛
〕
戸
り

円
に
、
1

九
州
町
公
安
委
員
会
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、

。
。
株
式
会
社
日
対
し
ぐ
れ
コ
た
、
ば
ち
j

ケ
｝
店
の
い
，
H
業
所
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あ
る
一
心
心
的
一

以
下
ー
本
件
γ

一

業
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と
い
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J

に
係
る
営
業
許
可
処
分
、
以
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本
河
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町
可
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一
パ
刀
」
し
仁
い
う
c
一
い
町
し
亡
、
片
見
を
述
べ
る
も
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で
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る
U
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ば
ち
？
三
一
店
営
実
一
前
川
処
分
以
泊

A
訟
の
預
型
ど
木
件
生
川
可
込
ハ
リ
を
巡
る
状
況

ば
ち
ん
こ
店
営
（
γ

主
計
叶
杭
～
分
以
消
訴
訟
の
相
羽

（
1
）
p
八
件
許
ポ
ヲ
込
分
に
係
る
検
討
の
出
誌
と

L
て
、
ば
丸
一
人
ァ
パ
引
の
rr呂
町
木
に
よ

の
悪
化
を
芝
山

γ
二
、
捻
起
さ
れ
る

ば
fJF七
）
什
川
の
合
主
許
町
処
分
の
取
泊
訴
試
を
、
開
円
山
却
問
｛
の
根
拠
を
基
挙
に
し
て
、

M
つ
の
知
山
に
戸
分
し
て
お
p

一う。

っ
と
ば
ん
で
一
店
営
業
計
I
マ
処
分
以
泊
訴
訟
の
日
知
明

', 

住
居
怯
人
い
地
域
の
保
氏
じ
あ
る
こ
と
を
机
処
ト
J
q
ゐ
む
の

A
新
型

江
川
条

泊
ソ
柱
主
口
及
び
同
羽
二
号
は
、
札
俗
営
業
の
u川
与
え
川
が
都
道
町
内
条
例

r定
め
一
ゐ
主
の
地
域
内
い
あ
る
r
一
き
に
は
風
俗
営

業
計
け
を
し
て
は
な
、
れ
な
い
も
の
と

L
て
い
る
（
以
下
、

ょ
の
地
域
を
一
制
限
地
域
」
と
い
う
、
戸
乙
こ
れ
テ
受
け
て
、
風
俗
位
来
年
の

法
制
及
び
業
務
の
巡

L
化
円
f
J
に
隠
す
る
3

沼
津
日
行
ハ
ρ
F
M
仲
店
十
F

北
六
政
令
第
一

九
ι
h
d円

以
下
一
人
止
と
い
う
一

ー
ハ
久
本
け
ず
片
問
、
阿
山
町

道
府
県
条
例
仁
よ
り
制
限
地
域
と
し
て
持
尚
宏
、

γ
つ
る
池
械
か
具
体
化
三
、
い
で
い
ノ
、
川
内
号

f
は
、
円
で
の
一
っ
と
？
て
、

ハ
止
居
が
多
数
集

札俗営手L詐ロflt（消Ii-訟の；，；c；と直信

r、、ベコ、
J

j
t
 
住
い
山
ね
外
の
川
ん
斗
ド
供
き
れ
れ
占
十
地
が
ハ
〆
ご
い
地
域

戸

1
3
3

1
v
J
E
 

（以

F
一
ハ
い
い
川
寝
台
地
域
と
い
、
つ
）
」

刊
号
イ
仁
い
う
内
川
山
生
三
日
屯
域
に
当
た
る
地
域
が
、

析
が
道
府
県
条
例
に
r
士
一
て
削
除
地
域

f
L
て
治
之
さ
れ
て
い
る
場
九
日
に

ヘ
官
ム
八
人Y
爪

お
い

r
＼
当
該
的
域
に
パ
川
科
す
る
什
れ
以
が

hι

二↓
d
b域
汁
に
お
い
て
け
一
品
許
可
処
分
が
な
さ
れ
p
t
と
し
て

呪
一
双
抱
一
以
引
川
一
日
川
市
川
環
境
何
一

巾
】
化
を
阻
止
す
る
れ
め
に
、

ぅ
枝
市
「
3
6
込
げ
の
取
消
誌
一
小
付
従
起
す
る
戸
｝
と
が
考
、
ズ
ら
れ
る
。

二
の
場
九
円
に
は
、
訟
は
グ
ぴ
川
市
L
旦
十
店
長
条

問
内
氾
灼
る
山
川

4
F
に
お
い
て
、
当
一
六
松
山
闘
が
引
小
J

4

よ
し
て
は
な
ら
な
い
抱
椛
と
さ
れ
て
い
る

γ〆
｝
が
、
町
内
通
は
灯
、
一
九
一

と
し
し
主
張
さ
れ
？
？
｝
と
に
在
日
ゐ
じ
あ
ろ
う
n

！
引
で
引
の
周
辺
行
え
で
あ
ふ
戸
、
レ
C
J
Z
悦
拠
に
す
る
も
の

nu
矧川市平

{ 

H
業
汗
可
机
一
一

γ
仁
川
内
る
官
業
一
昨
が
件
医
長
ん
地
或
山
内
い
訟
5
メ
れ
る
も
の
均
十
円
か
、
ま
た
、

）品川
μ
が
什
市
栄
ん
地
法
山
門
に
以
担
保
守
る
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判

住い
γ

ん
ご
あ
乙
か
五
↓
か
を
一
間
わ

V
、
店
主
究
所
の
司
副
ハ
什
民
が

ゾ
」
「
訟
μ

長
雨
に

J
↑
卦
引
所
周
辺
の
庄
一
よ
坂
店
の

t
vい
を
山
ム
す
る
で
め
に

係
る
，
門
業
占
可
込
九
干
の
取
消
一
許
ポ
キ
提
起
す
る
こ
と
が
考
よ
一
’
ら
れ
2

心
こ
こ
の
場
合
に
は
、

川
吋
夜
、
ー
去
FAμ
こ
川
つ
パ
に
サ
入
「
一
〉

T
I
ヘム

t
i
h
T
E
d
－

J

L

T

h

d

c

『

・'"" 予J

許
円
要
件
が
J

止
め
に
円
れ
に
、
い
る
こ
と
が
、

し
て
仁
木
保
さ
れ
る
こ
／
一
一
ド
ヘ
ム
る
で
あ
ろ
っ

原

4
1
A
f
り
、
上
た

ま
す
け
川
い
州
タ
氷
山
壮
一
せ
は

が
風
俗
営
業
内
J

叫
引
に
芯
じ
て
川
家
公
安
委
員
会
叫
則
で

凶
業
一
川
の
桃
色
又
は
試
情

｜略

44
ぬ
る
技
術
の
基
咋
に
適
合
し
な
い
と
き
一

こ
れ
に
基
つ
一
玉
、

M
M
m
ぺ
い
業
守
山
規
制
及

に
は
一
日
町
会
し
亡
は
な
ら
な
い
も
の

F
し、

び
業
務
の
沌
叶
化
付
寸
に
渇
す
る
法
律
施
／
什
規
則
司
ヘ
晴
初
ー
ハ
＼
）
今
一
山
一
家
公
安
委
員
公
明
川
本

一
規
則
と
い
う
。
）

号
c

以
下

へん院本川小、

パ
チ
〆

I
h
r
3
い
て
は
、
一
吉
長
の
風
料
又
は
活
法
花
祇
討
議
墳
を
声
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
￥
真
、
庁
、
汗
牧
、

ht
昨
そ
の
他
の
設
惟

ヰ
一
北
は
け
な
い
、
）
ー
と
f

」
ャ
、
（
日
叫
当
f
人
以
振
動
の
叫
円
以
前
が
法
第
十
れ
ん
来
的
規
定
に
某
づ
f

、
条
例
ご
定
め
る
数
加
に
泌
た
な
い
ょ
っ
に
詳
判

さ
札
る
た
め
必
認
な
常
造
又
は
ぷ
怖
い
を
有
す
る
こ
と
」
を
基
HO
？
と
し
て
｛
だ
め
て
い
る
J

ま
た
、
民
出
来
頂

2

ゲ
三

リVH
業
所
に

出
品
J

取
の
川
H
嵯
蓄
を
退
任
す
ふ
と
認
め
ふ
つ
れ
な
い

F
7／一
l
つ
い
て
相
究
な
理
山
が
あ
る
が
↓
き

に
は
許
可
手
一
手
、
ば
な
ら
な
い
も
の

と
〕
亡
い
一
r
Q

が
、
こ
の
管
理
吉
の
毘
が
は
、
京
一
五
呉
に
よ

振
動
の
持
制
由
、
J
A

ハ
た
に
よ
る
－
公
？
’
円
一

τの
札
制
与
を
民

れ円以
4
4ポ
F

主
ヱ
リ
に
い
に
守
さ
せ
る
こ
；
千
戸
L
円
、
こ
す
る
も
の
で
あ
F

叫

~ 

ノ

ι町議
uhh
象
施
設
の
投
出
さ
で
あ
2

台
、
ど
を
悦
恥
に
す
る
も
の

じ
和
以
内
出

人
下
六
条
一
円
勺
口
は
、
判
明
恨
也
践
の
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
＼
「
学
校
そ
の
仙
の
い
叫
？
去
、
子
生
等
の
そ
の
刊
市
苦
の
構
成
そ
の
池

の
Z

内
庁
付
社
い
に
か
ん
が
み
符
に
そ
の
周
辺
に
お
け
る

A
好
な
風
俗
環
読
を
保
八
十
す
る
U
L

要
が
あ
る
施
設
立
し
て
お
近
付
u
f
の
条
例
て
定

め
る
点
の
の
周
辺
の
地
域
一

LγF午
げ
て
い
る
n

人
「
エ
ハ
ネ
宋

口
守
口
に
い
＝
つ
H

柏
市
v
h

〆一、
I
L
し

U
山
一
品
川
義
的
叫
一
以

の
阿
川
一
山
山
地
域
が

w州
出
向
印
条
例
に
よ
っ
て
引
mm地
域
と

以
下

［
て
指
｛
J
Fれ
て
い
る
け
ツ
一
一
に
お
い
て
、

当
該
じ
い
設
の
武
君
背
が
、

当
該
H
U

山
設
の
川
辺
の
紅
限
地
域
内
に
お
い
て
υ
川
口
業
詳
可
制
一
分
が
な
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ベ
｛
れ
た
f

υ

て、

当
＝
首
脳
一
訟
の
回
同
日
現
段
の
更
し
に
や
」

mH
す
る
た
め
に
、

当
該
込
分
の
収
約
訴
訟
を
提
ぶ
す
る
こ
／
が
与
え
ら
札
マ
時
、

こ
の
場
合
じ
は

法
及
び
都
道
出
E
f九
条
例
の
定
め
る
司
叶
要
件
い
に
よ
リ

山
当
該
州
市
円
周
辺
の
た
域
が
一
許
可
を
’
J

て
は
な
ら
4
い
地
域

こ
さ
れ
て
い
る
h

〕
こ
が
、

原
守
道
得
の
主
寸
る
根
拠
ζ

ν

と
王
張
じ
れ
る
こ
と
ド
ド
な
る
て
ふ
？
？
っ
）

工

ι出
品
ぽ
川
汁
象
施
設
の
内
市
ち
で
あ

F
T
I
を
根
拠
に
す
る
も
の

D
柏
田

C
類
別
に
お
U

て
取
消
一
か
立
の
対
象
と
さ
れ
る
処
分
2
間
同
開
の
処
分
に
つ
一
玉
、
保
護
対
象
施
設
の
利
肩
首
が
、
山
町
」
該
施
設
の
周
辺
部

誌
の
ぜ
化
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
取
叫
詐
訟
を
長
起
す
ゐ
こ
し
〈
が
革
、
ぞ
い
2

れ
る
ハ

涼
止
円
週
仲
村
の
似
拠
と
さ
れ
る
悶
」
で
は
、

じ
添
川
引
し
い
同

山
根
で
あ
ろ
う
乙

（3
）
以
の
川
知
町
よ
い
、
ノ
い
て
、
念
の
そ
め
刊
一
戸

L
て
お
く
レ
一
、
こ
れ
ら
は
ー
ロ
ヱ
門
治
倍
の
税
制
加
に
基
づ
く
分
誌
で
あ
り
、
市
↓
υ
に
持

他
的
な
も
の
で
は
な
い

し
れ
一
λ
T
r

一仁、

凡
人
に
複
数
山
根
拠
に
長
つ
い
て
い
一
立
円
直
倍
を
一
詰
め
る
ニ
ー
と
も
排
除
さ
れ
な
い
。

本
件
斤
可
処
分
ιみ
一
巡
る
ぷ
況

札俗営手L詐ロflt（消Ii-訟の；，；c；と直信

ド
件
V
H
業
所
の
ー
此
γ

一計地斗
y
の
、
不
件
処
分
を
巡
る
拝
観
的
状
況
ョ

一f＼
ギ
件
U
い
川
処
分
に
つ
い
一
f

、
民
起
ィ
『
れ
る
川
町
能
性
の
あ
る

日
同
山
訴
訟
は
、
前
記
の

A
か
ご
け
ま
で
の
知
沼
の
う
ち
、

い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か

忠
一
件
三
業
所
は
、
都
市
社
団
パ
U
i

－
－
円
近
隣
同
尚
一
来
日
域
付
に
位
育
す
る

ふ
目
前
叶
処
分
に
係
る
い
制
弘
的
一
成
を
U
H

ハ
体
化
」
て
い
る
1
、阪

市
川
岡
山
治
日
業
叫
ん
一
の
税
川
及
び
士
末
叫
お
の
迎
リ
化
与
に
問
問
λ

ヲ
ぬ
法
津
施
行
条
例
ヘ

m和
二
州
年
大
阪
府
条
例
第
六
円
’
J

以
ト
「
本
件
条
例
一

T
F

」い、っ

一
一
長
羽

百
は
、
近
球
商
J

不
抱
一
阿
を

1
U地
峡
と
し
て
定
め
て
い
な
い
た
の
、

九
州
制
刑
（
住
居
先
台
地
域
住
民
で
あ
ゐ

こ
と
を
浪
郊
に
す
る
も
の

7
Q

円
能
工
は
皮
外
況
し
て
よ
い
と
あ
ろ
、
つ
n

戸
ー
こ

j

t

j
l
l
A
l
 

B
知
型
ぺ
IJ

凸
業
一
一
川
の
周
辺
住
ヌ

～
に
あ
る
こ
と
を
枚
持
に
す
る
も
の

は
、
営
業
刈
の
川
崎
一
h
h
γ

当
円
わ
ず
、
営
業
一
引
の
川
辺
け
い
居
住
す
る
住
民
に
よ
へ
て
提
起
き
れ
る
も
の

戸いよめヴハ
γ
か
レ
、

本
川
川
一
許
り
処
分
に
つ
い
て
も
恕
f

止
し
う
る
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判

池
方
、
木
内
営
実
一
所
は
、
父
崎
市
立
ハ
）
ペ
〉
小
品
市
校
一
M
d
f

r
ら山一一

C
C
メ
ト
ル
の
陀
誌
に
伏
国

と
い
、
つ
二

L
て
い
る
c

本
件
条
例

九
九

4

5
は
、
「
学
佼
紋
育
j
u

お
け
和

年
A
Y
J

一
印
第

一
ハ
口
勺
」
弘
一
条
に
説
た
す
）
合
P

－Y
4

4

J

 

Zす
れ
阿
世
一
戸
「
み
λ

・'"" 予J

ま
い
稲
川
叫
の

〉一♂

L
、
都
h
u
F
I
内
法
上
司
同
業
地
域
や
除
ノ
＼
地
域
ド
お
い
、
は
、
伝
反
対
象
施
一
夜
の
敷
地
の
周
司
お
お

t
ね
二
つ
つ
一

メ
ト
ル
の
い
践
ム
九
九
州
川
浪
区
以
と
し
て
定
め
℃
い
る

し
た
が
っ
て

〆「也
A
X
1は
川
川
炉
4
J
M

本
ナ
小
学
校
の
J
M
併
話
円
相
二
し
知
刑
の
取
り
川
訴
訟

ぷ
の
説
書
官
V
C
Lめ
？
？
｝
と
を
恨
拠
に
ず
る
も
の
」
を
提
起
し
、

ま
た
、
利
清
高
が
、
口
組
刑
ー
の
恥
消
ぷ
一
ん
が
正
市
議
対
象
施
設
の
利
札
者

～
と
あ
る
こ
と
を
枚
持
に
す
る
も
の
～
を
提
起
す
る
こ
と
も
忽
だ
し
う
る
、

ィ（・（・号
？有，

本
件
処
一
む
取
消
訴
訟
の
広
出
迎
格
に
附
す
る
一
般
的
檎
討

以
ご
は
、
本
判
示
川
町
処
分
の
以
出
前
訟
の
正
行
渡
倍
が
説
め
ら
れ
る
可
能
性
を
、

日、

じ、

D
の
ん
仕
領
土
エ
に
沿
っ
仁
治
討
し
ょ

ず〕

ム
」

r
、一
J

～3

7
2
プ
’

l
l

宏
氏
に
訴
訟
を
捉
起
ー
〆
て
い
る
原
色
の
具
体
的
状
泌
に
は
立
ち
入
ら
ず
、

t
hソ
L
P
Jヤ
5
4
ニコ、

A
4
H
f
u
古
十
i

d

l

y

－）干〕ょに一は、

、L
ヲ
叫
w
f山いが↓

ν）
J

め
心

十
品
作
打
よ
で
町
の
吋
辺
住
民
で
あ
る
ご
と
を
校
仰
に
し
た
原

L
迎
栴

忠
一
件
三
業
所
の
は
辺
に
刊
住
｝

r
A
J位
h

営
（
京
市
か
ら
μ
？一

fω
違
法
な
新
r
円

a

桜
一
軒
パ
ヤ
弘
主
7
宣
伝
に
ふ
y
Q
f
h
l
引
4
J
J
7

又
一
け
る
お
そ
れ

の
あ
る
任
民
に
は
、
本
件
司
川
バ
ず
の
は
消
訴
訟
を
売
起
す
る
原
告
苫
冷
を
認
め
F

ヲ
）
と
が
て
き
る
で
あ
ろ
う
J

そ
の
f
H
内
は
J
hー
の
通
リ

cあ
る

J
J
品

J4jj
戸、

す
む
に
述
、
へ
た
よ
う
に
、
法
改
び
規
却
に
お
い
じ
は
、
ぱ
ち
人
ニ
店
の
日
訓
告
・
振
設
や
広

L
－
5
J
仙
寺
一
制
限
す
る
た
め
の
計

判
説
作
が
M
M
け
ら
れ
て
い
乙
コ
こ
の
長
件
が
宮
索
引
四
川
日
の
止
治
法
一
一
の
保
護
を
円
治
と
す
Q
こ
と
は
け
ら
か
で
あ
る
ー
ま
た

立

u
－
振
動
の
明
献
に
つ
い
て
、
本
件
れ
た
慨
は
、

－
い
よ
る
規
市
ぃ
恥
恒
干
キ
」
武
一
げ
て
お
一
一

十
小
川
け
条
例
六
条
及
つ
別
表

J

｝
、
制
批
内
科
↓

ir!:Uにぷ学｝位 l日121) 1515 〆.Zill:L: 1 
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は
祁
め
て
具
体
的
で
あ
る
J

ミ
し
ら
に
、
パ
ヂ
〆
コ
店
か
ら
牛
じ
る
日
明
Z

口
E

振
動
に
r
士一

1
与
さ
れ
る
こ
こ
と
な
る
利
誌
の
内
容
及

υ七

民
投
ぴ
い
、
れ
が
〕
と
さ
れ

の
Uμ
議
や
ロ
い
的
と
す
る
も
の
と
併
す
る
こ
と
は
と
き
ず

と
も
こ
れ

同
辺
住
民
の
岱
別
的
利
廷
を
い
合
成
す
る
趨
骨
を
含
む
と
解
す
る
引
が
初
当
で
あ
る
コ
以
上
の
よ
う
な
考
ス
方
？
げ
川
、
打
政
事
件
訴
訟
法

（以一、

（1
成
ム
ハ
）

山
崎
判
－
J

川
法
規
出
は
尚
、
争
怯
社
主

庁
改
正
の
慌
の
同
門
会
審
一
認
に
お
い
て
、

「
行
一
ー
ム
法
」
と
川
、
っ
。

ノラ

ぺ
い
六
団

木
市

F
務
局
以
（
4
1
凶
）
が
、
政
均
三
JZ人
と
し
三
、
リ
い
っ
た
品
作
介
に
お
い
ご
も
に
…
ペ
ア
」
れ
て
い
る
へ
掠
れ
九
制
面
会
衆
ぷ
杭
法
務
委

員
会
会
長
以

七
円
）
、

円
二
ー

ま
た
、

M
削
除
の
与
え

二
号
白
川
八
日
）
、

。
i

ワ
（
司
l
成
一
六
年
州
月

田口
J

F

同
年
l
h
刀一

方
に
よ
り
、
ぱ
ち
λ
こ
店
の
也
栄
一
昨
ハ
拡
張
水
記
処
分
の
取
山
し
を
い
弘
め
る
川
川
辺
住
疋
の
ぷ
1
L

口
溶
格
を
誌
め
か
法
判
例
r
一
し
亡
、
ト
ヘ
収
地

判

平

こ

一
四
刊
ア
一
二
六
わ
一
寸
！
ハ
七
汽
が
あ
る

も
J

！
と
も
、
最
小
判

γ

／に

〕
回
、
条

ハ
い
一
主
持
決
」
と
、
v

i
記
長
五
ム
ナ
付
ル
号

廷
（
以

F
一
平
以

' ' 

仰
に
よ
り
制
限
地
的
ー
と
し
r

指
定
J

↓
札
た
州
市
（
種
、
1
日
専
川
地
域
の
住
民
に
つ
き
、
ば
ち
ん
二
川
刊
の
ん
E
主
計
付
処
分
の
取
山
一
一

υ
を
求
め

札俗営手L詐ロflt（消'i-訟の；，；c；と直信

る
市
U
H
A
U

底
格
を
h
F
口
止
、
二
に
い
も
の
で
、
人
J

の
た
め
、

コ
メ
ン
ト
v

p

て
い
心
こ
、
っ
ー
ま
ず
、
平
成
（
リ
一
「
判
決
、
は
、
わ
訴
ほ
こ
り
の
一
戸
ん
改

立
に
刊
っ
て
判
例
従
一
…
が
さ
わ
る
吋
当
性
が
古
川
U

こ
じ
さ
れ
て
い
る
判
例
バ
あ
、
ぺ

寸
で
に
、

の
事
例
に
お
と
、
住
民
に
照
じ
泊

ら
れ
る
可
技
性
を
認
め
た
「
級
一
後
玖
汁
例
も
現
れ
て
い
る

へ
と
え
包
LJW
ド

＼

〆

j
f
；
1

， 
ノ

ハ
判
タ
－
二
ペ
号
八
只
一

ま
た
、
平
成
一
心
行
け
決
を
前
仙
沼
ー
と
し
J
L

も、

2
の
日
付
程
J

付
日
額
制
川
の
訴
訟
の
原
作
浅
沼
一
い
泣
ば
す
こ
と
は
玄
申
で
な
い
こ
平
成
一
ハ
〉

年
判
決
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
件
以
川
焦
白
地
践
の
住
民
で
あ
る
二
y

に
町
古
tA也
｛
を
認
め
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
vt
斗
訴
し
た
も
の

で
あ
h

も

i

お
ι日立
γ
広
円
・
宣
伝
の
也
引
の
道
j
を
判
保
す
る
た
め
の
計
三
党
件
じ
つ
い
て
は
苦
慮
1
－C
い
な
い
か
り
で
あ
る
川

な
10 

lι 

。
午
判
決
の
円
以
品
品
川
間
人
判
」
」
口
hMお

ヘー人り川州知
μ
汁
・
口
取
向
裁
判
所
判
例
日
以
一
九
同
事
編
成
一
円
、
年
度
へ
一
七
ノ
八
六
古
門
t

以
F

以
下
1
1
八
緩
前
説
」
と
い

ぃ
、
後
立
す
い
悦
動
引
寸
の
州
別
配
に
問
問
わ
～
J

て

い
拾
い
杭
が
あ
る
c

犬
佐
川
明
一
況
は
、
法

取人法羊JG2 (J ~2J) lfil7 '2Ut:l. 1〕



判

条
に
よ
る
口
尖
時
間
の
制
限
や
は

川
弘
ヘ
に
d

る
騒
f
H

－
振
動
の
規
制
を
根
拠
に
日
！
世
集
合
池
山
岡
の
任
民
の
円

ιJ週
神
的
を
恭
治
付
け
ナ

う
I

〆
す
る
ふ
丁
張
に
対
1

川
川
辺
休
日
北
の
個
別
的
利
、
え
の

μ議
の
趣
旨
が
含
ま
れ
一
、
い
る
叶
詑
性
は

〈一リーハ止
1
）

騒
音
・
探
訪
の
税
制
に

・'"" 予J

川
沿
な
い
と
】
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
「
法
規
制
は
、
包
装
h
f川
川
じ
札

γ～
場
げ
の
キ
ヰ
J
F
V
R
と
あ
る
か
り
、
営
業
を
げ
む
す
る
こ
ど
が

ら
れ
な
い
幼
時
川
氏
刈
と
広
義
河
疋
J
q
る
も
の
で
は
な

い
レ
ホ
一
一
へ
て
川
人
匂
（

1
市ノ

f
t
J
U
Hい（
J

U

一

白

i

〉

j
J

す
ノ
非
仙
寺
わ

7－

十
ヘ
橋
能
川
況
は
バ
二
立

守主

よ

も

i

お
ι同
一
の
規
制
が
周
辺
住
民
の
恒
別
的
利
益
の
保
護
を

U
的
と
一
一
F

る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
れ
体
と
し
て
は
計

U

要
件
じ
は
な
い
か
じ
J

凶
店
街
涜
怪
き
認
め
る
悦
拠
に
な
ら
な
い
し
〈
し
て
い
る
の
仁
あ
る
の

t
k
y
っ
て
、

｜

つ

可

一

'f 
凶

。
年
判
改
の
f

げ一四
M
L
K
問

提
と
し
て
も
、

騒
「
振
動
パ
守
の
川
別
市
の
道
U
U
4
争
相
刊
以
F
F
る
た
め
に
設
げ
ら
れ
L
h
J
市
川
円
安
件
を
桜
拠
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ぽ
ら
ん
こ

円
の
司
周
辺
作
氏
に
ほ
告
適
格
が
認
め
も
れ
る
こ
と
は
、
む
し
の
当
杭
、
六
｛

と
ん
ぜ
、
つ
こ
と
に
な
る

本
件
小
了
山
刊
の
設
崖
者
じ
あ
る
こ
と
を
松
拠
に
し
た
rい
主
ロ
活
情

保
4
市
対
象
捻
設
で
あ
る
汚
崎
、
一
庁
の
設
定
住
に
い
炉
ぶ
口
涯
は
川
ふ
れ
認
め
た
判
例
と
三
＼

i
H
＝
小
判
半
l

ハ

九

じ
い
奴
い
rh

じ

号

一
貫
（
以
下
つ

Btん
と
判
決
」
と
い
～
つ
よ

が
あ
る
ー

ワ
ー
成
人
主
判
決
を
判
捉
と
す
れ
ば
、

不
利
円
ハ
4
9
ヲ
J

川
町
山
の
設
置
ギ
つ
に
も
店
小
川
古
活
格

が
認
め
ら
れ
る
一
考
え
、
勺
れ
る
が
、
人
r
M

の
大
め
、

ド
戸
、
つ
か
の
山
を
υ柏

一
、
お
ミ
つ

平
成
ハ
年
判
伏
仁
わ
い
て
原
告
道
知
仔
が
認
め
ム
れ
す
の
は
山
内
静
所
一
該
医
者
で
あ
る
が
、
他
の
保
一
ィ
一
氏
対
象
組
一
訟
の
以
南
去
に
も
、
当
然
、

原
牛
寸
志
“
叶
が
お
め
に
円
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ

T
成
六
午
川
可
決
は
、

日
山
内
い
日
で
静
心
な
環
境
の
一
？
で
円
滑
じ
業
務
を
軍
当
す
る
と
い
う
利
，
社

に
基
つ
い
に
原

υ
洲
一
裕
ゐ
一
認
め
て
お
け

こ
の
L
L
う
な
利
益
は
お
療
所
な
い

L
一
次
痕
泊
J
M
い
司
有
の
も
の
で
は
な
い
h
Jり
C
あ
る
。
な

お
、
一
日
転
宇
鉱
山
叫
法
四
条

umに
早
つ
く
場
一
h
半
券
か
I

，
ぺ
施
設
の
設
ま
計
川
処
分
の
取
引
し
を
求
め
る
手
、
え
の
州
出
土
門
泡
尽
に
つ
い
て
刊

野
し
た
い
恥
山
の
判
例
と

L
亡
、
長

自
が
あ
る
が
、
川
判
氏
、
也
、
主
投
施
設

、
り
r

l
：
l
 

F

：、

五
民
集
ハ
（
7
A
d
p

八む

と
医
療
品
川
ほ
J
を
い
門
別
せ
ず
に
、

そ
の
開
設
芯
が
い
寸
川
中
川
波
絡
を
有
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
〈

ir!:Uにぷ学｝位 l日12♂1 1518〆.ZilJ:l. : 1 



〉

J

ヂ

ij
、

J
も「

J

J

J

で

λ

品
目
小
川
ハ
で
な
の
yd
旦
問
者
は
地
ん
公
共
日
午
で
あ
る
交
町
十
川
バ
あ
っ
と
、
公
行
政
工
咋

f
L
て
の
同
－
N
J
b
p名

1
る
た
め
、

弘
人
い
か
設
置
ヱ
↓
二
に
あ
る
場
合
と
は
支
別
〈
考
、
一
／
る
べ
き
、

r
い
A

－
1

－Fも
あ
j

う
る
か
も
れ
な
。
し
か

L
、
私
立
了
校
な
ど
、

私
人
一
r
d
罰
す
る
何
言
対
象
紘
一
d
に
お
い
て
も

一
日
以
臣
告
の
符
済
的
利
長
を
法
が
一
先
議
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
一
」
こ
は
い
ろ
ま
で
た

な
く

本
件
小
r
了
校
の
設
伍
ち
が
保
宇
治
さ
れ
る
刈
廷
は
弘
立
、
7
校
ヱ
J

の
設
直
者
の
利
益
レ
更
な
る
も
の
で
は
な
い
υ

し
た
が
っ
て

父
野
市
に
原
ハ
U
L
H

州
地
｛
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
2
考
え
ら
れ
る
。

以
後
に

本
作
施
設
Mr

寺会

の
抗
原
区
域
内
に
あ
ゐ
か

木
作
小
pr校
カ
ら
お
お
む
ね
一
｛
J
ハ〉メ

l
r
ル

本
件
条
例
二
条
一
間
f

γ

円
か
に
つ
い
て
、
争
い
が
あ
り
う
る
J
し
て
も
、

干
成
六
年
判
決
が
判
ぶ
し
て
い
る
よ
つ
に
、

木
京
判
決
に
か
い
て
判
断
さ
れ
る
で
ミ

下
収
一
で
め
っ
て
、

I
A
；
引
小
乍
伐
の
設
置
付
γ
什
に
戸
店
古
適
格
を
認
め
る
こ
と
の
支
障
い
な
る
も
の
で
は
な
い
f

~主

本
件
小
了
山
刊
の
利
刑
者
じ
あ
る
こ
と
を
松
拠
に
し
た
rい
主
ロ
活
情

一
従
来
の
判
例

札俗営手L詐ロflt（消Ii-訟の；，；c；と直信

ド
件
小
三
伐
の
開
設
者
で
あ
る
父
野
川
に
原
告
↓
姐
倍
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
北
促
に
J

て
、
そ
の
利
弓
主
に
も
F
U
バ
口
述
格
を
認
め
る

」
♂
か
ぺ
、
ム
ミ
7
Q

バZ
めヲリ、つム円
J

r

ま
ず
、
～
L

の
位
、
に
悶
わ
る
従
来
の
判
例
に
つ
い
て
村
討
し
よ
う
れ

風
俗
PH業
副
吋
M
K
一
対
の
取
E

川
工
午
、
小
め
る
保
設
対
諒
杭
ぷ
利
町
昔
の
原
告
泊
所
の
右
知
山
に
つ
い
て
判
断
し
た
削
i

司
裁
引
例
は
な
く
、

十
円
一
収
彦
裁
河
川
川
は
分
か
れ
て
い
る
。
行
訴
法

O
C
E宜
改
正
出
の
裁
判
削
円
で
あ
る

t
t
b
リ
J
I
－
－
、

局
者
hm
半
ト
ー

／、
l～ノ

ハ
行
集
一
ド
半
世

＝
頁
及
び
そ
の

に
あ
る
犬
伝
川
町
引
間
六
三
・
四

" ,, 

八
行
集
一
犬
養
二
一

M
ワ一一一川
J
r
i

、
H
は
、
深

rコ主刻
象
施
設
一
川
と
め
る
は
川
ナ
九
地
ぷ
の
刊
社
以
内
に
つ
一
九
一
、
制
岡
山
山
川
川
い
P
H
業
等
取
締
法
に
よ
る
ば
ち
ん
こ

h
の
百
主
計
t
一
処
分
の
恥
消
し
を
求
め

る
原
牛
円
相
経
を
T

引い定
l
て
い
る
が
、
ォ
一
、
体
的
な
北
側
は
が
し
て
い
企
い
U

他
々
、
行
訴
法
改
正
後
の
品
批
判
例
℃
あ
品
川
叫
口
地
刊
ド

、ij＼
i
L
4
7

ノ
ー
一
ノ
ー

7
才
一
う

自
己
二
川

C
一
一
は
、
奴
一
主
対
象
倍
以
で
め
る
小
企
『
J

伎
や
幼
稚
肢
に
遅
う
児
童
守
防
犯
の
川
町
望
者
ら
が
、
ぱ
ち

取人法羊JG2 (" ~"7) lfilD '2Ut:l. 1〕



判

ん
こ
山
の
刊
尖
許
可
込
分
の
M
q
J
U
し
を
求
め
た
刑
事
Jdf
に
お
い
て
、

保
護
川
猿
脳
）
十
日
か
ら
の
距
一
宵
一
制
以
の
流
以
？
な
ど
L

f

を
閉
山
！
一
出
に
前

ぷ
禁
日
司
刊
決
を
y
f
L
て
い
る
ぷ
汁
え
は
、
保
者
向
雪
ら
デ
原
p

一
三
一
一
格
を
有
す
る
こ
と
を
古
川
世
に
」
ご
。
y
）
考
え
ら
れ
る
が
、
原
川
一
泊

・'"" 予J

洛
に
つ
い
仁
の
明
不
的
判
別
は
一
小
）
て
い
な
い
〉

ご
a

〉、
4
t
 村
恥
中
川
町
校
法
四
条
二
頃
に
恭
一

7
＼
域
外
車
券
九
ん
よ
丸
抱
一
誌
の
設
伍
司
可
処
分
の
恥
泊

L
を
求
め
る
町
内
通
は
い
つ
い
」
判
部

し
ん
人
前
日
長
一
小
判
ド

一〈
J

e

五
は
、
「
湯
川
門
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
い
官
わ
f
L
Vへ
は
下
業
（
医
療
施
設
J

寸
r
M
M
る
平
楽
寺
除

；？ 
｛

＼

 

を
r

一
む
に
す
い
ぎ
な
い
有
や
、
一
丸
吾
川
仏
訪
日
生
？
の
利
用
省
は
、
り
泣
早
川
昨
f

や
根
偲
と
し
ご
域
外
施
設
の
設
置
読
刊
の
取
前
し
き
求
め

るい江町
I
U
沌
怖
を
い
ね

L
な
い
も
の
と
僻
心
さ
れ
る
に
と
判
叫
し
て
い
る
「
ふ
判
決
仁
川
刈

L
f
は
、
学
汁
円
か
ら
、
行
訴
法
改

H
の
支
え
持
失

わ
け
る
も
の
レ
J

の
批
判
が
川
引
く
、
H
4
f
背
も
は
様
の
疑
問
を
抱
ノ
よ
も
の
で
あ
る
が
、

ー
ド
ザ
丁
れ
レ
せ
よ
、

本
判
決
め
肘
在
山
川
、

本
件
許
可
処

へ
ん
の
山
品
川
し
え
一
求
め
る
利
用
古
の
原
告
直
怖
に
は
及
い
な
い
よ
併
さ
一
引
亡
命
、
J

な
ぜ

h
F七、
υ
川
市
に
、

場
外
半
J

一
先
芯
詑
設
の
設

ur，E
川

処
分
と
風
俗
主
義
計
可
処
八
ワ
と
で
は
、

処
お
わ
加
山
拠
伝
説
が
呉
な
る
P

戸
－
は
も
ち
p

？
川
、

処
分
些
刊
の
定
め
方
仁
も
大
き
な
追
い
が
あ

り
、
ま
七
、
市
町
刻
家
と
さ
れ
J

也
知
設
な

v
L五
業
の
位
一
匹
も
院
と
で
は
な
っ
一
日
刊
川
守
」

F
、tn
夜
八
心
か
二
人
歩
主
さ
り
」
亡
、
判

例
の
日
引
却
れ
を
安
誌
に
拡
た
す
べ
き
で
は
な
い
f

以
わ
れ
る
c

お
二
仁
、
反
小
判
斗
l

一
立
は

医
療
拘
設
立
J

の
利
用

' ' 

さ
一
と
い
う
一
般
的
な
一
点
現
今
町
い
て
い
る
ち
の
の
、

一
点
宗
一
い
円
相
外
吉
本
山
公
元
リ
刷
設
の
川
辺
に
所
在
J
q
ゐ
の
は
料
療
施
設
の
み
と
あ
っ

J九

J

た
が
勺
て
、
伎
に
、
川
小
判
υr

rv
‘一

r川
の
材
担
引
が
、
川
内
俗
営
業
許
引
処
分
に
も
及
川
品
し
一
併
す
る
と
J

て
ち
、
そ

の
ω引
紅
ん
ざ
小
，
了
校
勾
寸
の
υ抽
出
江
に
出
ち
に
及
ぼ
す
べ
き
で
は
な
い
υ

川
淵
山
述
！
？
す
る
よ
つ
い

係
三
川
川
市
水
施
設
や
そ
内
川
吋
川
用
の
望
い
肢
は

ょう

様
々
じ
あ
っ
亡
、
「
剥
ぃ
南
省
一
と
い
う
抗
九
説
的
な
概
念
い
上
コ
て

刀
川
断
に
す
八
て
へ
き
じ
は
な
く
、
施
設
の
渋
い
じ
応
じ
た
具
体
的

な
仇
討
が
必
民
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
2
」
州
休
日
請
け
刈
象
U
L
い
設
の
杭
川
背
の
寸

1
u蝉
格
や
否
広
F
F
る
根
拠
の
批
判
的
検
汁

ir!:Uにぷ学｝位 l日128) 15日〆Zill.l. : 1 



T 

十
J

B

U

《
ソ
宇
一

f

d

d

l

 

L
q
F
ぐ
い
涼
℃
た
ぶ

7
に、

社
刊
土
、

一
l
f
i

保
ぷ
刻
字
ρ

比
川
設
の
ぷ
筒
で
リ
原
f
］

J

見
出
を
認
め
て
い
る
が
、
利
時
主
に
つ
い
に
は

原
け
い
姐
裕

や
ア
一
定
す
る
い
？
え
方
も
一
有
利
uv

？
あ
る
コ

誌
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
O
胞
一
校
設
筒
告
の
利
，
仕
は
、

干
山
川
ハ
年
判
決
が
い
う
よ
う
い
、

J

九

〆

、

L
J
V
1
1一

4
1

門
良
で
静
穏
な
献
境
川
リ
ミ

C
円
滑
に
業
誌
を
連
合
寸
3

る
と
い
へ
川
一
誌
で
あ
む
か
ら
、
川
崩
者
の
訓
刊
誌
と
の
伺
い
実
目
的
な
宍
い
は

な
い
u

ま
た
、

M
K
λ

ば
、
夜
十
州
市
施
設
の
設
笠
誌
の
利
益

t
ぞ
の
利
一
社
内
て
あ
る
点
γ
H
の利一
v
耐
を
比
較
ゴ
ヅ
れ
ば
i

一
ー
で
あ
る
よ
う
に
、
利
い

川
者
の
利
保
の
刀
が
第
一
義
山
で
あ
れ
仮
設
の
必
中
氏
什
が
品
い
の
じ
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
c

ム
マ
れ
に
も
か
か
わ
ら
「

利
凶
哨
V
告の

府
υ

叫
が
解
別
的
私
益
に
4
「
た
ら
な
い
J
さ
れ
、

J
d
E
適
係
長
台
た
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
と
の
J
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
、

の
別
市
が
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
の
か
を
検
討
し
よ
う

イ

本
件
条
例
が
定
め
る
川
河
4

耳
目
対
象
姶
設

本
件
長
例
条
一
用
、

ヨ
は
、
保
忍
川
川
象
拾
設
し
）

ν
て
以
卜
の
も
の
を
定
め
て
お
り
、
以
ー
の
柏
市
に
お
い
て
は
、
保
護
対
象
捻
設

札俗営手L詐ロflt（消Ii-訟の；，；c；と直信

と
〕
亡
こ
れ
ら
を
念
京
ト
置
い
て
ん
刷
、
ご
心
こ
と
に

t
る

・
月
i

校
教
育
改

条
に
規
定
1
9勾了ム可、

・

当

rト
J
帆
内
心

2
7日
け
汁
パ

一
潤
条
一
一
ふ
い
組
定
す
る
存
程
山
↓
f
的
仙
の
う
ち
主
y

て
外
ォ
人
の
幼
児
、
川
出
人
介
、

f

徒
加
で
に
対
L
L教
育
を
F

七
、
つ
も

,r; ・
児
中
旬
相
川
孔
己
タ
氷
山
引
い
見
｛
刈
す
ゐ
保
育
ι川

・
医
療
法

夕、の
h
信市一

ユ
ム
療
法
条
の
J

け
第
一
引
に
凱
！
必
ず
る
へ
お
ー
や
A

2
ギ
nhγ

入
促
さ
せ
る
七
め
の
施
設
を
白
ず
る
も
の
に
限
る
）

戸7

百｛
J

一
択
の
机
拠

" 1ご
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判

M

d
引
い
用
語
の
開
吋
一
］
適
治
会
認
め
r
で
と
に
つ
い
こ
れ
揮
的
な
ど
恥
況
の
当
ア
説
こ
し
て
、
，
山
日
最
小
川
刊
v

一

0

・
4
m
h
h

門
吋
試
叶
州
壮
一
）
胃
解
説
で
あ
る
古
野
正
志
「
は
批
」
山
円
い
J

一
ハ
二
巻

日一つヘ
h
頁
以
下
干
、

杉
浦
↓
レ
凡
1
鵠

古
」
の
原
’

tz創
刊
は
パ
に
河
す

・'"" 予J

フ

ω
近
時
の
ふ
高
裁
判
例
の
始
、
討

一
二
ハ
け
勺
一
回
γ

円片山刀
J
切
る
ラ
p

－れ
γ打
点
リ
ナ
グ
V
立
て
し
し
ご
、
間
記
の
け
仏
胤
し
以
i

一
べ
と
い
ど
っ

c

l
i
 

f
t
 

は
ま
る
か
ど
、
っ
か
手
引
に
し
て

」
仙
ム
以
川
出
お
の
町
行
溺
栴
｛
を
ヘ
H
J止
す
る
見
解
力
恨
拠
チ
整
却
寸
る
と

火
の
山
地
り
じ
J
め
る
。

主再

に
、
施
設
の
種
類
な
い
し
刊
社
の
能
禄
に
よ
っ
て
は
、
利
一
社
内
が
京
特
｛
て
多
数
じ
あ
り

士毛' .. ' 
7ご

一
時
的
な
利
川
に
ど
と
ま
る

ぬ
ふ
口
が
あ
る
ο

お

に、

A
J
校
な
い
し
旧
三
月
到
の
利
刑
ヰ
甘
や
入
院
由
王
将
は
、
ゐ
吋
｛
疋
町
能
ず
あ
り
、
が
ず
っ
、
利
用
引
の
控
除
も
継
続
拾
で
あ

ペョ
が

杭
制
刑
守
る
問
問
が
限
定
さ
れ
て
い
る
c

第
一
一
ト

j'IJ 

rn 
R 
が

他
の
れ
い
設
41
秋
川
す
る
こ
と
に
よ
り

小
引
訴
を
比
較
杭
谷
U
切

ド
川
門
況
で
え
？
ゐ
坊
〈
が
あ
る
信
川
に

利
用
苔
↑
以
止
門
庭
山
引
を
認
め
な
く
て
も
、
必
需
4

刊
の
出
品
を
認
め
れ
ば

そ
れ
を
混
じ
て
利

川
半
む
の
利
訴
の
保
護
を
い
か
喝
ぬ
こ
と
う
ぜ
き
る
う

」

本
件
斤
可
処
分
仁
川
州
1
v
F
～
批
判
的
検
ム
一
h

ー
ァ
－
た
が
っ

っ
て
性
坪

J

一
初
日
拠
の
多
く
は

ド
件
小
川
了
対
の
よ
、
つ
な
公
マ
ハ
（
会
d

枠
の
利
片
き
に
は

l
て
は
ま
ら
み
／
あ
い
と
思
わ

）〕
i
J
r
i

f
；

4
 

第

の
ム
山
山
県
が
小
川
一
伎
の
利
一
町
し
〆
じ
py－
－
、
は
ま
ら
な
い
F

」
y
は
い
う
ま
で
も
な
い

Jム

主主

山
L
隆
司
教
い
い
は
、
、
出
コ
正
門
恥

小
判
干

0
・
－
五
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
中
で
、
「
姐
学
芸
や
遺
品
告
の

が
医
＋
昨
J

刷弘一一
M
4
J

の
明
一
戸
引
い
が
告
に
の
利
、
と
こ
質
的
一
い
出
八
な

る
L

は
い
、
ス
な
い
の
で

時
的
と
は
い
え
な
い
具
体
内
な
石
川
一
伝
子
ぶ
さ
れ
れ
ば

拍
子
お
や
通
目
白
布
な
ど
仁
も
原
告
沼
唱
を
つ
認
め

る
余
地
が
あ
る
」
う
に
田
川
わ
れ
る
二
し
k

述
、
へ
て
い
る

（
山
本
砕
ー
吋

一
心
回
「
最
終
判
、
訴
え
の
利

1
1
1ミ
〉

杓

T
h
w
V
A刀
、
子

益
／
処
一
ハ
リ
川

！
ハ
」
／

hdパ
円
姐
格
〆
一
一
）
法
山
一
ソ
J

救
幸
一
六
ハ
U

J

へ二、〉

口

1;1 
d

河
川
4

か
り
採
L
乙
す
る
行
政
法
一

年／

r・, 
' 

（
白
斐
閥
、

'' j 

年
）
川
山
じ

良
）
三

ir!:Uにぷ学｝位 l日130) 15乙2 〆.ZilLL: 1 



第
一
の
品
山
慨
に
つ
い
て
い
、
え
は
、

利
用
期
間
が
か
＆
り
初
期
で
あ
る
い
い
笠
口
仁
は
、

利
用
さ
に
川
訴
一
号
認
め
て
も
訴
訟
係
馬

位
か
に
、

山
に
訴
え
の
利
叫
が
失
わ
れ
る
叶
詑
性
が
内
く
、

〈
ー
利
，
仲
の
程
府
内
入
も
通
話
は
さ
は
L
r

大
き
く
な
レ
で
あ
ム
口
、
つ
一

tl小
中
J

、

‘

一

通

〉

、

」

J
ん
ム
i
J
f

ず、

以
日
閉
じ

r
L

を
保
護
す
れ
ば
足
り
る
、
ヤ
と
い
ろ
考
え
ト
力
に
も
－
応
の
州
自
は
あ
る

る
こ
と
を
通
じ
ご
利
用
吉
川

3

、a
v

LiηdL 

複
数
の
子
ど
も
や
同
じ
小
了
校
に
通
守
さ
せ

小，
J
J

校
ド
品
学
す
る
児
問
中
に
つ
い
℃
は

そ
の
刈
弔
問
刊
は
ハ
咋
に
及
ぶ

L

る
山
木
一
一
君
背
で
あ
れ
ば
、
利
府
間
制
カ
ハ
ノ
寸
を
州
問
え
る
こ
し
L

に
な
る
ハ
刊
な
い
し
そ
れ
を
超
え
る
印
刷
仰
は
、

て
刊
以
を

パy
｝
け
る
た
め
の
期
間
と

L
C十
分
返
さ
る
ほ
と

A

H

の
で
は
な
か
丹
、
つ
市
f

ま
た
、

こ
つ
し
た
閉
山
が
7
J
ど
も
の
能
人
＋
な
成
江
に
と
っ

一
、
か
げ
が
、
ズ
の
な
い
刊
照
ぜ
あ
る
こ
J
に
鑑
み
れ
ば

小
い
れ
〆
ハ
耐
の
程
t
肢
も
正
ト
八
で
あ
り
一
、
利
用
野
山
山
が
半
、
木
久
的
な
も
の
で
な
い
こ
と

ヰ
一
規
市
に
し
て

律
け
に
原
丹
市
厄
は
川
町
小
口
ー
一
疋
ず
る
の
は
、
山
政
切
で
な
し
」

第
二
の
品
川
も
、

義
務
教
台
と
し
て
一
公
i

リ
宇
佼
に
述
学
す
る
氾
煮
、
h

お
よ
び
そ
の
似
設
者
に
妥
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
ご
あ
る
な

ぉ
、
川
尻
告
の
原
昨
日
世
以
m
h
r
認
め
／
ご
）
と
に
市
山
一
仰
な
河
野
前
財

判
枇
」

七〉

公
立
学
校
に
通
学
す
ふ
告
写
を
除
け
ば
、

札俗営手L詐ロflt（消Ii-訟の；，；c；と直信

的
に
施
設
の
選
択
に

｛
ノ
の
将
が
あ
る
と
い
与
つ
べ
き
で
あ
る
」
（
μ
巴
一
心
ヘ
立
点
〉
と
弘
、
九
、
公
立
学
校
約
通
9
7
4
1
と
他
的
施
北
は
の
利

m
川喜
y」
J

古
川
則
す
る
立
安
を
認
め
て
い
る

第
刈
の
ム
州
胤
い
は
、
公
守
小
年
十
ふ
況
の
引
開
主
に
も
一
一
ー
心
安
ν～
す
る
）
〕
か
し
、
第
一
か
ら
治
一
ま
で
の
も
市
燃
が
十
分
に
妥
当
〕
な
い
坊

ム
口
に
お
い
へ
あ
、
三
、
「
利
川
者
一
戸
い
う
附
念
に
同
執

υ
て
胤
古
沼
格
を
ヘ
斗
｛
て
す
る
洲
市
円
は
な
い
y

克
わ
れ
る

土
中
小

f
一

訴
訟
を
拾
い
机
7τ
る
の
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
…
夜
一
有
者
が
、
多
数
の
刊
一
対
話
の
刈
引
引
い
ほ
し
、
ム
じ
剤
約
な
理
由
も
な

r
、
訴
え
の
市
丸
紅
を
h
f

人
川
ず
る
よ
う
な
渇
ゃ
に
お
い
し
は
、
違
法
な
許
一
可
処
分
平
川
同
業
に
上
っ
て
利
汎
者
が
絞
る
医
科
託
、
か
政
当
さ
れ
る
こ
と
に
人
ゆ
る
。

（

1
d

）
本
洋
小
、
7
伎
の
利
用
者
の
続
出

木
件
小
山
J

伎
の
が
い
用
者
の
記
駐
に
つ
い
て
和
理

Lchopγ
つ
「
札
に
、
ふ
け
小
学
校
に
引
に
通
干
す
る
児
童
が
利
用
両
に
訟
占
「
」
一
一
ヲ 丹l上
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判

る
こ
と
は
い
、
つ
ま
で
も

3
V
ゐ

に
、
当
一
IU
児
童
の
保
殺
す
も
、
栽
培
山
ア
ド
と

L
E－
－
少
数
育
を
す
る
権
利
恥
義
務
キ
主
1
p位
、
ど
ヤ

へ
川
ハ
汁
、
八
一
一
ハ
＼
条
）
、
岩
法
ハ
長
、
教
育
長
方
法
h
h染
、
堂
校
教
育
法
↓
ハ
条
、

ト
］
九
月
早
ず
じ
一
小
け
、

ヂ
と
も
じ
小
学
校
で
山
ウ
品
川
一
校

・'"" 予J

学
校

京t
? 
巨＇j
0) 

'f; 
判 J

'" 及
:r 
夕、
《，，

i県
日妻

者
あ
る

·~ ,, 

ii!~ jに；；，学j 位 l只132) 1521 〆.ZilJ:l 

ら

F
を
主
け
示
、
h

る
義
待
券
負
、
ぺ
こ
と
に
鑑
み
、
利
用
主
に
人
r

ま
れ
る
／
一
ν
？
え
る
こ
と
が
て
き
る
、
ヘ
ふ
お
、
汁
削
川
上
も
、

fA
／
ト
了
支
子
一

ノ
F

、i
ノ

志

克一汁
J
7
ブ
デ
公
仰
の
処
分
注
守
が
予
い
に
な
「
た
い
わ
ゆ
令
、
水
川
勾
小
了
校
持
止
条
例
ポ
仕
い
お
い
仁

H
K
一
ト
判
平

!L[ 

il[ 

判
沢
一
叫
ム
山

九
r
ヲ
九
二
回
が
、
「
土
口
人
ら

「
J
t
J
H
さ
引
た
小
、
了
校
の
就
乎
に
巾
の
保
護
以
内
ら
」
は
、
被
告
人
車
川
小
都
千
代
凶

区日
V
H会
パ
ー
治
通
学
判
能
士
～
組
制
巾
川
に
設
ぜ
で
す
る
小
学
校
に
H
A

い
ご
そ
の
す
り
に
以
－
心
寺
山
間

は
刊
る
権
利
な
い

、1
J

－
T
♂

j

3

［
立
が
和
、
ノ
主
主
オ
／
j

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

い取
μ
先日い、

現
存
J

、

本
件
小
に
J
l
k

の
宇
同
内
に
市
住
し
一
に
お
け
、
上
半
刊
小
学
校
に
就
V
7
L
、
え
は
子
と
も
を
税
、
い
J

さ
剖
～
る
予
定
で
あ
る
場
合
い
は
、
！
仏
L
ロ

休
で
の
利
用
ν告
と
し
て
、

－E
h川
遊
怖
を
誌
め
る
べ
き
じ
あ
る

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
、
就
学
時
内
で
は
、
木
件
伴
可
川
県
一
八
ワ

の
出
訴
山
剣
山
が
徒
過
、
〆
て
お
じ

るい
μ
そ
札
ー
も
あ
る

,,. 
•）』

た
件
許
可
処
分
取
市
訴
訟
帝
提
起
し
て
ど
Q

以
：
一
「
に
つ
い
て
の
同
体
的
牧
討

へ
1
）
以
！
の
検
J
に
基
つ
λ
J

原
山
門
細
川
引
の
右
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ら
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